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○南小国町農業担い手育成事業補助金交付要綱 

令和５年５月31日南小国町告示第19号 

改正 

令和６年７月17日告示第15号 

南小国町農業担い手育成事業補助金交付要綱 

南小国町農業担い手育成事業補助金交付要綱（令和３年南小国町告示第21号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、南小国町内で農業の振興を図るための事業を行う団体及び個人に対し、予算

の範囲内において南小国町農業担い手育成事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するも

のとし、その交付については南小国町補助金等交付規則（平成19年南小国町規則第３号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 農事組合法人 農業協同組合法（昭和22年法律第132号）の規定に基づいて設立された法人

であって南小国町内に主たる事務所を有するものをいう。 

(２) 農地所有適格法人 農地法（昭和27年法律第229号）第２条第３項に規定する法人（農事組

合法人を除く。）であって南小国町内に主たる事務所を有するものをいう。 

(３) 営農組織 主たる業務が南小国町内で行う農業であり、１人以上の農業経営体が属する作

業受託組織、共同利用組合、牧野組合若しくは堆肥生産組合又は３人以上の農業経営体で組織

する任意団体をいう。 

(４) 対象団体 農事組合法人、農地所有適格法人及び営農組織をいう。 

(５) 農業経営体 南小国町内で農業を営む者又は農作業を受託して行う者であって、年間農作

業従事時間の合計が2,000時間を超える者をいう。 

(６) 認定農業者 南小国町が認定した者をいう。 

(７) 対象農業者 農業経営体及び認定農業者をいう。 

(８) 農産物 農業により生産される物（畜産物又は特用林産物を含む。）、肥料又は飼料等を

いう。 

（補助金の交付対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業は、別表第１の対象事業の欄に掲げる事業とする。 

（補助金の交付対象者等） 
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第４条 補助金の交付対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、別表第２の交付対象者の

欄に掲げる者のうち、本事業完了後５年以上の営農を行うことを誓約する者とする。 

２ 一会計年度における補助金交付限度額は、別表第２の交付対象者の欄に掲げる交付対象者の区

分に応じ、それぞれ同表の一会計年度における補助金交付限度額の欄に掲げるとおりとする。た

だし、事業ごとの補助金交付限度額については次条に定めるところによる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、過去に本補助金の交付を受けた者であって、第12条第１項の規定

による５年の事業実施状況報告期間を経過しない者は、交付対象者から除く。なお、団体等にあ

っては、その構成員の６割以上が過去に本補助金の交付を受けたことがある対象団体等と同一で

ある場合、過去に本補助金の交付を受けた団体等とみなす。 

４ 前項の規定にかかわらず、農事組合法人に限り、設立日から４年以内の期間において３年を限

度に交付対象者とすることができる。 

（補助金の交付対象経費等） 

第５条 補助金の交付対象経費（消費税及び地方消費税を除く。）並びにこれに対する補助率及び

事業ごとの補助金交付限度額は、別表第１の対象事業の欄に掲げる対象事業の区分に応じ、それ

ぞれ同表の該当する欄に掲げるとおりとする。ただし、交付対象経費については、国又は県の補

助事業と組み合わせて事業を実施する場合には、国又は県の補助対象経費に基づくものとする。 

２ 補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

（補助事業の募集） 

第６条 補助事業の募集は、年２回募集期間を設ける。ただし、予算執行状況等により追加募集を

行うことができる。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第４条に定める補助金交付申請書に、次に

掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。 

(１) 南小国町農業担い手育成事業補助金事業（変更）計画書（様式第１号） 

(２) 法人全部事項証明書及び定款又は規約の写し（申請者が対象団体である場合に限る。） 

(３) 構成員名簿（申請者が対象団体である場合に限る。） 

(４) 認定証及び認定時の農業経営改善計画の写し（申請者が認定農業者である場合に限る。） 

(５) 交付対象経費の内訳及び金額が確認できる２社以上の見積書の写しやカタログ等の資料 

(６) 工事計画平面図（工事がある場合に限る。） 

(７) 誓約書（様式第１－２号） 
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(８) 同意書（様式第１－３号。ただし、事業を実施するにあたり、申請者以外の関係権利者等

がある場合に限る。） 

(９) その他町長が必要と認める書類 

（審査委員会の設置） 

第８条 本補助金の交付の適否等の審査をするために、審査委員会（以下「委員会」という。）を

置く。 

２ 委員会は、総務課長、建設課長、税務課長及び農林課長をもって構成する。 

３ 委員会に会長を置き、農林課長をもって充てる。 

４ 委員会は、会長が主催し、事業内容等については学識経験者の意見又は補助事業者等の説明を

求めることができる。 

５ 委員会は、本補助金の交付の適否等について審査し、町長に意見を述べることができる。 

（交付決定） 

第９条 町長は、委員会の意見を聴いて、本補助金の交付を必要と認めたときは、規則第５条の規

定により補助事業者等に通知するものとする。 

（変更交付申請） 

第10条 補助事業者は、交付決定通知を受けた後、補助金の交付決定額又は補助事業の内容を変更

しようとするときは、規則第８条に定める補助金変更交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、

町長に申請しなければならない。 

(１) 南小国町農業担い手育成事業補助金事業（変更）計画書（様式第１号） 

(２) 変更の内容がわかる書類や写真等 

(３) 変更後の交付対象経費の内訳及び金額が確認できる２社以上の見積書の写しやカタログ等

の資料（金額の変更がある場合に限る。） 

(４) その他町長が必要と認める書類 

（実績報告） 

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第13条に定める事業実績報告書に、次に

掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。 

(１) 南小国町農業担い手育成事業補助金事業実績書（様式第２号） 

(２) 補助事業に係る契約書等の写し 

(３) 補助事業の実施した内容が確認できる書類 

(４) 施工前、施工中及び施工後の状況が確認できる写真 
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(５) その他町長が必要と認める書類 

（事業実施報告書） 

第12条 補助事業者は、事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から５年の間、事業実施状

況を、南小国町農業担い手育成事業補助金事業実施状況報告書（様式第３号）に次に掲げる書類

を添えて、町長に報告しなければならない。 

(１) 実施状況が確認できる書類及び写真 

(２) その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項の事業実施状況報告を受け、事業の目的のため、その内容に指導や是正が必要で

あると認めるときは、補助事業者に指導や是正を行うことができる。 

（補助金の返還） 

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助事業者に対し、

南小国町農業担い手育成事業補助金返還命令書（様式第４号）により期限を定めてその返還を命

ずることができる。 

(１) 補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が

交付されているとき。 

(２) 事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年未満で、正当な理由なく

事業活動を中止したとき。 

(３) 事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年未満で、第４条の要件を

満たさない者となったとき。 

(４) 次条の規定により処分の承認を受けた場合において、処分した機械等に残存価格があると

き。 

(５) 前２号から前４号までに係る補助金の返還額については、残存価格又は売却価格に補助事

業実施時の補助率を乗じて得た額とする。 

（処分の制限） 

第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けて購入した機械又は施設等を処分しようとするときは、

あらかじめ南小国町農業担い手育成事業補助金機械等処分承認申請書（様式第５号）に次に掲げ

る書類を添えて、町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。 

(１) 残存価格又は売却価格の根拠書類 

(２) 処分する理由が事実であることを証明する書類 

２ 町長は、前項の規定による処分承認申請があった場合、当該申請に係る処分が真にやむを得ず
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適正であると認めるときは、処分を承認し、南小国町農業担い手育成事業補助金機械等処分承認

通知書（様式第６号）により、補助事業者に通知するものとする。 

附 則 

この告示は、令和５年６月１日から施行する。 

附 則（令和６年７月17日告示第15号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

 


